
 

独立行政法人国立病院機構大阪南医療センターにおける 

医療事務等業務委託にかかる公募型企画競争の公告 
 

 

 当院における「医療事務等業務委託」の受託者（以下「受託者」という。）を公募する

こととしますので、希望する者は下記のとおり企画書及び委託料等にかかる見積書（封書

で封印。以下「見積書」という。）を提出願います。 

 

 

 令和８年６月１６日 

                                                       独立行政法人国立病院機構 

大阪南医療センター 

院長  小田 剛紀 

 

１．事業概要 

（１）事業名 

 独立行政法人国立病院機構大阪南医療センターにおける医療事務等業務委託 

 

（２）契約内容の特性等 

    仕様書のとおり 

 

（３）契約期間 

  令和８年１０月１日～令和１０年９月３０日（２年） 

   

２．競争参加資格、選定基準及び評価基準 

（１）独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下、「契約細則」という）第５条 

  の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって  

も、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合 

に該当する。 

（２）契約細則第６条の規定に該当しない者であること。 

（３）厚生労働省競争参加資格（令和７・８・９年度全省庁統一資格）「役務の提供等（そ

の他）」のうち、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」の等級に格付けされ、近畿地域の競争資格を

有する者であること。 

（４）契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。 

（５） 過去5年間に300床以上のDPC病院における医事業務受託実績が3年以上あること。 

（６）法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。 

（７）企画書及び見積書を特定するための評価基準 

  ①企画提案書の提出者の能力 

同種又は類似業務の実績、その他主要業務の実績 

②事業者からの提案 

企画の適格性、企画の創造性、企画の現実性 

③運営方針等 

業務方針の妥当性、職員配置計画の妥当性、医事業務に対する取組意欲 



 

３．手続等 

（１）担当部門 

    〒586-8521 大阪府河内長野市木戸東町 2 番 1 号 

      独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 企画課契約係長 

        電話 0721-53-5761（内線 2998） 

 

（２）説明書の交付期間及び場所 

  ①交付期間   令和８年６月１６日(火)から令和８年７月８日(水)まで   

         （ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律 

第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休日は除く。 

また交付時間は９時から１７時までとする） 

  ②交付場所      「（１）」に同じ 

 

（３）参加希望者の応募期限、場所及び方法 

  ①応募期限      令和８年７月８日（水）１７時００分 

  ②応募場所及び方法  「（１）」に同じ（別紙「応募申込書」を持参又は郵送） 

【応募申込書添付資料】 

◆応募申込書 本紙 

→別紙様式による 

◆会社（企業）の概要 

→貴社様式による 

◆資格審査結果通知書 

→資格審査結果通知書（全省庁統一資格） 

◆事業展開状況 

→事業展開中の状況について、貴社様式による 

◆その他参加資格証明書 

→２－（５）に記載の資格を証明できる書類  

※契約書の写し、第三者機関の資格証明書等 

→２－（６）に記載の資格を証明できる書類  

※直近 3 年間の財務諸表の写し 

 

（４）企画提案書、見積書（厳封）及び他必要書類の提出期限、場所及び方法 

  ①提出期限      令和８年７月８日（水）１７時００分 

    ②提出場所及び方法   「（１）」に同じ（持参又は郵送） 

 

（５）企画提案書に基づくプレゼンテーションの日時及び場所 

①日時                令和８年７月９日（木）１３時３０分   

※変更の場合は、別途連絡する 

    ②場所                独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 会議室 

 

（６）見積書の開封日時及び場所 

  ①日時        令和８年７月１０（金）９時３０分 

  ②場所        独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター 会議室 



 

４．その他 

（１）虚偽の内容が記載されている参加資格確認書類又は企画書及び見積書は、無効 

（２）契約書作成の要否 ･････ 要 

（３）企画提案書のヒアリング ･････ 要 

（４）関連情報を入手するための窓口 ･････ 上記「３．（１）」に同じ 

（５）詳細は、公募型企画競争説明書による 


